
子育て世帯の生活を支援するために給付金を支給します！

〇 平成１５年４月２日から平成１８年４月１日の間に生まれた
高校生等（※１）の主たる生計維持者であって、当該生計維持者の
所得が児童手当の所得制限限度額未満（※２）の方に支給します。

〇 対象児童１人につき、１０万円です。
〇 申請期間は、

令和４年１月５日（水）から令和４年2月28日（月）まで。

※１．高校生等とは：高校生であるか、就職しているかは支給要件として問いません。
※２．児童手当の所得制限限度額については、裏面の所得制限限度額表をご覧ください。

中学校3年生までの弟妹がいる場合は、
高校生等の給付金分を含めて

令和3年12月27日（月）に支給しました。
※児童手当（特例給付）受給者は対象外です。

平成１５年４月２日から平成１８年４月１日の間に生まれた

お子さんを養育しているご家庭へ、大切なお知らせ

竹田市
では

〇 給付金を受け取るには、申請が必要です。
〇 申請書に振込先口座などを記入し、必要書類を添えて裏面
申請先に提出してください。（郵送での提出も可能です。）

〇 申請内容を確認後、給付金の支給要件に該当する方に対して
支給決定通知を送付し、給付金を指定口座に振り込みます。

➀ 給付金の申請手続き

② 指定口座へ振込み

竹田市
子育て
世帯

※申請者が公務員の場合は、
別途所属庁よりご案内します。

中学校3年生までの弟妹がいない場合は、

高校生等の給付金について申請が必要です。

※生計維持者の所得が児童手当の所得制限限度額以上の場合は対象外です。

＜子育て世帯への臨時特別給付金＞



竹田市子育て世代包括支援センター すまいる
（社会福祉課内）

住所：〒878-8555 竹田市大字会々1650番地
電話：0974-63-4823（直通）

申 請 先

お問い合わせ先

｢子育て世帯への臨時特別給付金｣に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。

ご自宅や職場などに竹田市から問い合わせを行うことはありますが、ＡＴＭ（現金自動預払機）の操作をお
願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話
がかかってきた場合にはすぐに竹田市の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。

Ｑ．誰が支給対象者になりますか？
Ａ．平成１５年４月２日から平成１８年４月１日の間に
生まれた高校生等の主たる生計維持者であって当該
生計維持者の所得が児童手当の所得制限限度額未満の方。

※当該高校生等が結婚している場合は対象外です。

Ｑ．申請先はどこの自治体になりますか？
Ａ．高校生本人の住所地市町村ではなく、主たる生計維持者の
住所地市町村へ申請となります。

Ｑ．いつ頃振り込まれますか？
Ａ．申請書を受理後、審査を行い給付金の支給要件に該当する
方に対して、随時給付を行います。

Ｑ．引っ越した場合には、給付金の振込はどうなりますか？
Ａ．「子育て世帯への臨時特別給付金」は、基準日（令和３年
９月３０日）時点での居住市町村から支給されますので、
転入された方は、転入前の市町村にお問い合わせください。

Ｑ＆Ａ

扶養親族等の数 収入額の目安 扶養親族等の数 収入額の目安

0人 622 833.3 3人 736 960

1人 660 875.6 4人 774 1002

2人 698 917.8 5人 812 1040

児童手当の所得制限限度額表
（万円）

〇 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
〇 所得税法に規定する同一生計配偶者（70歳以上の者に限る）又は老人扶養親族がある者についての限度額
（所得額ベース）は上記の額に当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額

〇 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額（所得額ベース）は、1人につき38万円（扶養親族等が同一生計配偶者
（70歳以上の者に限る）又は老人扶養親族であるときは44万円）を加算した額


